
○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
二
十
号

冷
凍
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
五
号
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭

和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
十
号
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産

業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
第
十
七
号
、
特
定
設
備
検
査
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）
第
十
三

条
第
一
項
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
十
四
号
及
び

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）

第
五
十
三
条
第
二
号
ヰ
及
び
第
五
十
四
条
第
二
号
チ

の
規
定
に
基
づ
き
、
高
圧
ガ
ス
設
備
等
の
耐
震
性
能
を
定
め
る
告
示
を

(6)

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

茂
木

敏
充

高
圧
ガ
ス
設
備
等
の
耐
震
性
能
を
定
め
る
告
示
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（
定
義
）

第
一
条

こ
の
基
準
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

塔

冷
凍
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
凝
縮
器
又

は
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
第
十
七
号
若
し
く
は
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
塔

二

貯
槽

冷
凍
保
安
規
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
受
液
器
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
十
号
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第
十
七
号
、
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
十
四
号
若
し
く
は
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
。
以
下
「
液
化
石
油
ガ
ス
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五

十
三
条
第
二
号
ヰ
若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
二
号
チ

に
規
定
す
る
貯
槽

(6)

三

塔
槽
類

塔
及
び
貯
槽

四

耐
震
設
計
設
備

塔
槽
類
及
び
そ
の
支
持
構
造
物

五

配
管

冷
凍
保
安
規
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
、
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第
二
十
号
、
一
般
高
圧
ガ
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ス
保
安
規
則
第
六
条
第
一
項
第
十
七
号
若
し
く
は
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
定
め
る
配

管
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
法
施
行
規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
ヰ
若
し
く
は
第
五
十
四
条
第
二
号
チ

に
規
定
す
る
受
入
管
若

(6)

し
く
は
供
給
管

六

配
管
系

配
管
及
び
そ
の
支
持
構
造
物

七

耐
震
設
計
構
造
物

耐
震
設
計
設
備
、
配
管
系
及
び
そ
れ
ら
の
基
礎

八

地
震
防
災
設
備

地
震
時
及
び
地
震
後
の
地
震
災
害
の
発
生
並
び
に
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
の
性
能
を
有
す
る
も
の

イ

地
震
時
に
高
圧
ガ
ス
設
備
等
の
運
転
の
停
止
、
原
材
料
の
供
給
の
遮
断
等
を
行
い
、
当
該
高
圧
ガ
ス
設
備
内
の
高
圧

ガ
ス
の
状
態
が
危
険
側
へ
推
移
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と

ロ

関
連
す
る
耐
震
設
計
構
造
物
が
耐
震
性
能
を
喪
失
し
た
場
合
に
、
地
震
に
よ
る
被
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
を
図

る
こ
と

九

第
一
種
毒
性
ガ
ス

塩
素
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
二
酸
化
窒
素
、
ふ
つ
素
及
び
ホ
ス
ゲ
ン

十

第
二
種
毒
性
ガ
ス

塩
化
水
素
、
三
ふ
つ
化
ほ
う
素
、
亜
硫
酸
ガ
ス
、
ふ
つ
化
水
素
、
ブ
ロ
ム
メ
チ
ル
及
び
硫
化
水
素

3/11



十
一

第
三
種
毒
性
ガ
ス

冷
凍
保
安
規
則
第
二
条
第
二
号
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
二
号
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
保
安
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
毒
性
ガ
ス
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
以
外
の
も
の

十
二

可
燃
性
ガ
ス

冷
凍
保
安
規
則
第
二
条
第
一
号
、
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
第
二
条
第
一
号
及
び
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

保
安
規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
ガ
ス
（
前
三
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
除
く
。
）
並
び
に
液
化
石
油
ガ
ス
保
安

規
則
第
一
条
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十

九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
液
化
石
油
ガ
ス

十
三

耐
震
性
能

耐
震
設
計
構
造
物
及
び
地
震
防
災
設
備
の
地
震
の
影
響
に
対
す
る
性
能

（
保
有
す
べ
き
耐
震
性
能
）

第
二
条

耐
震
設
計
構
造
物
が
保
有
す
べ
き
耐
震
性
能
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

レ
ベ
ル
一
地
震
動
（
当
該
耐
震
設
計
構
造
物
の
設
置
地
点
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
地
震
動
の
う
ち
、

当
該
構
造
物
の
供
用
期
間
中
に
発
生
す
る
可
能
性
の
高
い
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
て
、
当
該
耐
震
設
計
構
造
物
の
損
傷

又
は
機
能
の
喪
失
が
な
い
こ
と
。

二

レ
ベ
ル
二
地
震
動
（
当
該
耐
震
設
計
構
造
物
の
設
置
地
点
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
地
震
動
の
う
ち
、
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最
大
規
模
の
強
さ
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
地
震
動
に
係
る
地
盤
の
液
状
化
及
び
流
動
化
に
対
し
て
、
第

四
条
で
定
め
る
重
要
度

及
び
Ⅰ
の
耐
震
設
計
構
造
物
の
気
密
性
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
。

Ⅰa

（
耐
震
性
能
の
評
価
）

第
三
条

耐
震
設
計
構
造
物
に
係
る
耐
震
性
能
の
評
価
は
、
次
条
に
定
め
る
耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
に
係
る
分
類
に
応
じ

た
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
い
、
前
条
に
定
め
る
耐
震
性
能
を
保
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
分
類
）

第
四
条

耐
震
設
計
構
造
物
は
、
保
安
上
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
重
要
度
の
高
い
も
の
か
ら
順
に

、
Ⅰ
、
Ⅱ
及
び
Ⅲ
に
分

Ⅰa

類
す
る
。

２

耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
は
、
高
圧
ガ
ス
（
第
一
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
ガ
ス
に
限
る
。
）
の
種

類
に
応
じ
、
次
の
表

か
ら
表

ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（ａ）

（ｃ）

表

第
一
種
毒
性
ガ
ス
に
係
る
耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
分
類

（ａ）
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Ｗ

五
未
満

五
以
上

二
十
以
上

百
以
上

五
百
以
上

Ｘ

二
十
未
満

百
未
満

五
百
未
満

百
未
満

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

百
以
上

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

二
百
未
満

二
百
以
上

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

五
百
未
満

五
百
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

千
未
満

千
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

表

第
二
種
毒
性
ガ
ス
に
係
る
耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
分
類

（ｂ）
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Ｗ

五
未
満

五
以
上

二
十
以
上

百
以
上

五
百
以
上

Ｘ

二
十
未
満

百
未
満

五
百
未
満

五
十
未
満

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

五
十
以
上

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

二
百
未
満

二
百
以
上

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

五
百
未
満

五
百
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

千
未
満

千
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

表

第
三
種
毒
性
ガ
ス
及
び
可
燃
性
ガ
ス
に
係
る
耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
分
類

（ｃ）
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Ｗ

十
未
満

十
以
上

百
以
上

千
以
上

一
万
以
上

Ｘ

百
未
満

千
未
満

一
万
未
満

二
十
未
満

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

二
十
以
上

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

四
十
未
満

四
十
以
上

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

九
十
未
満

九
十
以
上

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

二
百
未
満

二
百
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

四
百
未
満

四
百
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

九
百
未
満
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九
百
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

二
千
未
満

二
千
以
上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

備
考

Ｗ
及
び
Ｘ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｗ

塔
槽
類
に
あ
っ
て
は
貯
蔵
能
力
（
処
理
設
備
に
あ
っ
て
は
処
理
設
備
内
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
ガ
ス
の
最
大
質
量

を
い
う
。
）
、
配
管
に
あ
っ
て
は
運
転
状
態
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
内
容
物
の
最
大
質
量
（
単
位

ト
ン
）

Ｘ

塔
槽
類
又
は
配
管
の
外
面
か
ら
当
該
耐
震
設
計
構
造
物
が
設
置
さ
れ
る
事
業
所
の
境
界
線
（
当
該
境
界
線
に
連
接

す
る
海
、
河
川
、
湖
沼
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
効
用
を
有
す
る
施
設
若
し
く
は
土
地
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
外
縁
）

ま
で
の
距
離
の
う
ち
最
短
の
も
の
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
第
二
条
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
製
造
事
業
所
内
の

耐
震
設
計
構
造
物
の
う
ち
、
塔
槽
類
の
貯
蔵
能
力
（
処
理
設
備
に
あ
っ
て
は
処
理
設
備
内
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
ガ
ス
の

最
大
質
量
を
い
う
。
）
又
は
配
管
の
運
転
状
態
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
内
容
物
の
最
大
質
量
が
百
ト
ン
以
上
（
第
一
種
毒
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性
ガ
ス
及
び
第
二
種
毒
性
ガ
ス
に
あ
っ
て
は
、
三
十
ト
ン
以
上
）
の
も
の
の
重
要
度
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
分
類
さ
れ

た
重
要
度
の
一
つ
上
位
の
分
類
と
す
る
。

４

第
一
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
ガ
ス
以
外
の
高
圧
ガ
ス
を
扱
う
耐
震
設
計
構
造
物
の
重
要
度
は
、
Ⅲ
と

す
る
。

５

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
配
管
系
の
う
ち
塔
槽
類
に
接
続
さ
れ
る
配
管
の
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
分
類
し
た
重

要
度
が
当
該
塔
槽
類
の
重
要
度
よ
り
低
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
配
管
の
重
要
度
は
、
当
該
塔
槽
類
の
重
要
度
の
分
類

と
す
る
。

６

前
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
震
防
災
設
備
の
設
置
等
に
よ
り
地
震
時
及
び
地
震
後
の
災
害
拡
大
防
止
に
係
る
対

策
が
十
分
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
耐
震
設
計
構
造
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
対
策
の
程
度
に
応
じ
て
重
要
度
を

下
位
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

昭
和
五
十
六
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
十
五
号
（
高
圧
ガ
ス
設
備
等
耐
震
設
計
基
準
）
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
三
十
一

10/11



日
限
り
、
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
若
し
く
は
設
置
若
し
く
は
変
更
の
た
め
の
工
事
に

着
手
し
て
い
る
耐
震
設
計
構
造
物
又
は
こ
れ
ら
の
耐
震
設
計
構
造
物
に
つ
い
て
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
わ
れ
る
耐
震
上
軽
微
な

変
更
の
工
事
後
の
当
該
耐
震
設
計
構
造
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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